
昭
和
三
十
六
年
総
理
府
令
第
二
十
三
号

内
閣
府
の
管
理
に
属
す
る
物
品
の
無
償
貸
付
及
び

譲
与
に
関
す
る
内
閣
府
令

物
品
の
無
償
貸
付
及
び
譲
与
等
に
関
す
る
法
律
第
五
条

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
内
閣
及
び
総
理
府
の
管
理
に

属
す
る
物
品
の
無
償
貸
付
及
び
譲
与
に
関
す
る
総
理
府
令

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
通
則
）

第
一
条
　
物
品
の
無
償
貸
付
及
び
譲
与
等
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
九
号
）
第
二
条
第

一
号
、
第
三
号
、
第
四
号
及
び
第
五
号
の
二
並
び
に
第

三
条
第
一
号
及
び
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
規
定
に

よ
る
内
閣
府
の
管
理
に
属
す
る
物
品
（
以
下
「
物
品
」

と
い
う
。
）
の
無
償
貸
付
又
は
譲
与
に
つ
い
て
は
、
別

に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
府
令
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

（
部
局
長
）

第
二
条
　
こ
の
府
令
に
お
い
て
「
部
局
長
」
と
は
、
別
表

の
上
欄
に
掲
げ
る
者
を
い
う
。

２
　
部
局
長
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
部
局

に
属
す
る
物
品
の
無
償
貸
付
及
び
譲
与
に
関
す
る
管
理

業
務
を
総
括
的
に
監
督
指
導
す
る
。

（
無
償
貸
付
）

第
三
条
　
内
閣
総
理
大
臣
若
し
く
は
部
局
長
又
は
こ
れ
ら

の
委
任
を
受
け
た
者
（
以
下
「
部
局
長
等
」
と
い
う
。
）

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
限
り
、
物
品
を
無
償

で
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
内
閣
府
の
事
務
又
は
事
業
に
関
す
る
施
策
の
普
及

又
は
宣
伝
を
目
的
と
し
て
印
刷
物
、
写
真
、
フ
ィ
ル

ム
、
映
写
用
器
材
、
音
盤
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る

物
品
を
地
方
公
共
団
体
そ
の
他
当
該
目
的
を
達
成
す

る
た
め
に
適
当
と
認
め
ら
れ
る
者
に
対
し
貸
し
付
け

る
と
き
。

二
　
内
閣
府
の
委
託
す
る
試
験
、
研
究
及
び
調
査
（
以

下
「
試
験
研
究
等
」
と
い
う
。
）
の
た
め
必
要
な
印

刷
物
、
写
真
、
フ
ィ
ル
ム
、
映
写
用
器
材
若
し
く
は

機
械
、
装
置
、
工
具
、
器
具
及
び
備
品
（
以
下
「
機

械
器
具
等
」
と
い
う
。
）
又
は
補
助
金
の
交
付
の
対

象
と
な
る
試
験
研
究
等
の
た
め
必
要
な
機
械
器
具
等

を
当
該
試
験
研
究
等
を
行
う
者
に
貸
し
付
け
る
と

き
。

三
　
内
閣
府
の
委
託
を
受
け
て
試
験
研
究
等
を
行
っ
た

地
方
公
共
団
体
、
地
方
独
立
行
政
法
人
（
地
方
独
立

行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第

二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
独
立
行
政
法
人
を
い

う
。
）
、
公
益
社
団
法
人
、
公
益
財
団
法
人
、
学
校
法

人
（
私
立
学
校
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七

十
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
学
校
法
人
を
い
う
。
）

又
は
特
別
の
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
（
以
下

「
地
方
公
共
団
体
等
」
と
い
う
。
）
が
、
そ
の
後
引
き

続
き
当
該
試
験
研
究
等
（
当
該
試
験
研
究
等
に
関
連

す
る
試
験
研
究
等
を
含
む
。
）
を
行
う
場
合
に
お
い

て
、
当
該
試
験
研
究
等
を
促
進
す
る
こ
と
を
適
当
と

認
め
て
、
当
該
地
方
公
共
団
体
等
に
対
し
、
機
械
器

具
等
を
貸
し
付
け
る
と
き
。

四
　
内
閣
府
の
職
員
を
も
っ
て
組
織
す
る
共
済
組
合
に

対
し
、
執
務
の
た
め
必
要
な
机
、
椅
子
そ
の
他
こ
れ

ら
に
準
ず
る
物
品
を
貸
し
付
け
る
と
き
。

五
　
災
害
に
よ
る
被
害
者
そ
の
他
の
者
で
応
急
救
助
を

要
す
る
も
の
の
用
に
供
す
る
た
め
寝
具
そ
の
他
の
生

活
必
需
品
を
貸
し
付
け
、
又
は
災
害
の
応
急
復
旧
を

行
う
者
に
対
し
、
当
該
復
旧
の
た
め
必
要
な
機
械
器

具
を
貸
し
付
け
る
と
き
。

（
貸
付
期
間
）

第
四
条
　
物
品
の
貸
付
期
間
は
、
特
に
必
要
と
認
め
ら
れ

る
場
合
を
除
き
、
一
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
も

の
と
す
る
。

（
貸
付
け
に
伴
い
要
す
る
費
用
の
負
担
）

第
五
条
　
貸
付
物
品
の
引
渡
し
、
維
持
、
修
理
、
改
造
及

び
返
納
に
要
す
る
費
用
は
、
借
受
人
に
負
担
さ
せ
る
も

の
と
す
る
。
た
だ
し
、
貸
付
け
の
性
質
に
よ
り
こ
れ
ら

の
費
用
を
借
受
人
に
負
担
さ
せ
る
こ
と
が
適
当
で
な
い

と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
そ
の
費
用
の
全
部
又
は
一
部

を
負
担
さ
せ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

（
貸
付
条
件
）

第
六
条
　
部
局
長
等
は
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
物
品
を

貸
し
付
け
る
場
合
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
条
件
を

付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
貸
付
物
品
の
引
渡
し
、
維
持
、
修
理
、
改
造
及
び

返
納
に
要
す
る
費
用
（
前
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ

る
費
用
を
除
く
。
）
は
、
借
受
人
に
お
い
て
負
担
す

る
こ
と
。

二
　
貸
付
物
品
は
、
善
良
な
管
理
者
の
注
意
を
も
っ
て

管
理
し
、
そ
の
効
率
的
使
用
に
努
め
る
こ
と
。

三
　
貸
付
物
品
は
、
転
貸
し
な
い
こ
と
。

四
　
貸
付
物
品
は
、
貸
付
け
の
目
的
以
外
の
目
的
の
た

め
に
使
用
し
な
い
こ
と
。

五
　
貸
付
物
品
に
つ
い
て
使
用
場
所
が
指
定
さ
れ
た
場

合
は
、
指
定
さ
れ
た
場
所
以
外
の
場
所
で
は
使
用
し

な
い
こ
と
。

六
　
貸
付
物
品
は
改
造
し
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
試
験

研
究
等
の
内
容
に
よ
り
こ
れ
ら
の
物
品
の
改
造
を
特

に
必
要
と
す
る
と
き
は
、
借
受
人
は
次
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
た
改
造
申
請
書
を
部
局
長
等
に
提
出

し
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（一）
　
申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

（二）
　
改
造
し
よ
う
と
す
る
物
品
の
品
名
及
び
数
量

（三）
　
使
用
目
的

（四）
　
改
造
の
内
容
及
び
改
造
を
必
要
と
す
る
理
由

（五）
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

七
　
貸
付
物
品
は
、
貸
付
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
指
定

さ
れ
た
場
所
に
返
納
す
る
こ
と
。

八
　
貸
付
物
品
は
、
借
受
人
が
貸
付
条
件
に
違
反
し
た

と
き
又
は
部
局
長
等
が
特
に
必
要
と
認
め
た
と
き

は
、
部
局
長
等
の
指
示
す
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
速
や

か
に
返
納
す
る
こ
と
。

九
　
貸
付
物
品
を
亡
失
し
、
又
は
損
傷
し
た
と
き
は
、

直
ち
に
そ
の
旨
及
び
理
由
に
つ
い
て
詳
細
な
報
告
書

を
部
局
長
等
に
提
出
し
、
そ
の
指
示
に
従
う
こ
と
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
事
故
の
原
因
が
災
害
又

は
盗
難
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
亡
失
又
は
損

傷
の
事
実
及
び
理
由
を
証
す
る
関
係
官
公
署
の
発
行

す
る
証
明
書
を
当
該
報
告
書
に
添
付
す
る
こ
と
。

２
　
部
局
長
等
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
条
件
の
ほ
か
、

必
要
と
認
め
る
条
件
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
無
償
貸
付
の
申
請
）

第
七
条
　
部
局
長
等
は
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
物
品
の

貸
付
け
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
か
ら
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
借
受
申
請
書
を
提
出
さ
せ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
同
条
第
五
号
に
掲
げ
る
物

品
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

二
　
借
り
受
け
よ
う
と
す
る
物
品
の
品
名
及
び
数
量

三
　
使
用
目
的

四
　
使
用
場
所
が
指
定
で
き
る
と
き
は
そ
の
場
所

五
　
借
受
け
を
必
要
と
す
る
理
由

六
　
借
受
希
望
期
間

七
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

（
無
償
貸
付
の
承
認
）

第
八
条
　
部
局
長
等
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
借
受
申
請

書
を
受
理
し
た
と
き
は
、
当
該
書
類
を
審
査
し
、
貸
付

け
を
承
認
す
る
場
合
は
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
た
貸
付
承
認
通
知
書
に
よ
り
、
貸
付
け
を
承
認
し

な
い
場
合
は
そ
の
旨
を
記
載
し
た
通
知
書
に
よ
り
申
請

者
に
通
知
す
る
。

一
　
貸
付
物
品
の
品
名
及
び
数
量

二
　
貸
付
期
間

三
　
貸
付
目
的

四
　
貸
付
期
日
及
び
場
所

五
　
使
用
場
所
が
指
定
で
き
る
と
き
は
そ
の
場
所

六
　
返
納
期
日
及
び
場
所

七
　
貸
付
条
件

（
貸
付
物
品
の
引
渡
し
）

第
九
条
　
貸
付
物
品
の
引
渡
し
は
、
前
条
に
規
定
す
る
貸

付
承
認
通
知
書
に
定
め
る
貸
付
期
日
及
び
場
所
に
お
い

て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
借
受
書
）

第
十
条
　
部
局
長
等
は
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
貸
付
物

品
の
引
渡
し
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
物
品
の

借
受
人
か
ら
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

借
受
書
を
提
出
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
借
受
物
品
の
品
名
及
び
数
量

二
　
借
受
期
間

三
　
返
納
期
日

四
　
返
納
場
所

五
　
貸
付
条
件
に
従
う
旨

（
弁
償
）

第
十
一
条
　
部
局
長
等
は
、
借
受
人
が
貸
付
物
品
を
亡
失

し
、
又
は
損
傷
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
亡
失
又
は

損
傷
が
借
受
人
の
責
に
帰
す
べ
き
理
由
に
よ
る
も
の
で

あ
る
と
き
は
、
借
受
人
に
そ
の
損
害
を
弁
償
さ
せ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
譲
与
）

第
十
二
条
　
部
局
長
等
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に

限
り
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
物
品
を
譲
与
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

一
　
内
閣
府
の
事
務
又
は
事
業
に
関
す
る
施
策
の
普
及

又
は
宣
伝
を
目
的
と
し
て
印
刷
物
、
写
真
そ
の
他
こ

れ
ら
に
準
ず
る
物
品
を
配
布
す
る
と
き
。

二
　
内
閣
府
の
事
務
又
は
事
業
に
関
す
る
施
策
の
普
及

又
は
宣
伝
を
目
的
と
し
て
映
画
フ
ィ
ル
ム
を
地
方
公

共
団
体
そ
の
他
当
該
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
適
当

と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
譲
与
す
る
と
き
。

三
　
内
閣
府
の
行
う
研
修
又
は
委
託
に
係
る
試
験
、
研

究
若
し
く
は
調
査
の
た
め
必
要
な
印
刷
物
、
写
真
そ

の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
物
品
を
研
修
を
受
け
る
も
の

又
は
委
託
に
係
る
試
験
、
研
究
若
し
く
は
調
査
を
行

う
も
の
に
譲
与
す
る
と
き
。

四
　
予
算
に
定
め
る
交
際
費
又
は
報
償
費
で
購
入
し
た

物
品
を
記
念
又
は
報
償
の
た
め
贈
与
す
る
と
き
。

五
　
生
活
必
需
品
、
医
薬
品
、
衛
生
材
料
及
び
そ
の
他

の
救
じ
ゅ
つ
品
を
災
害
に
よ
る
被
害
者
そ
の
他
の
者

で
応
急
救
助
を
要
す
る
も
の
に
対
し
譲
与
す
る
と

き
。

（
譲
与
の
申
請
）

第
十
三
条
　
部
局
長
等
は
、
前
条
第
二
号
、
第
三
号
又
は

第
五
号
の
規
定
に
よ
る
物
品
の
譲
与
を
受
け
よ
う
と
す

1



る
者
か
ら
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
譲

与
申
請
書
を
提
出
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
部
局
長
等
に
お
い
て
、
そ
の
必
要
が
な
い
と
認
め

る
と
き
は
、
申
請
者
か
ら
譲
与
申
請
書
を
徴
し
な
い
こ

と
が
で
き
る
。

一
　
申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

二
　
譲
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
物
品
の
品
名
及
び
数
量

三
　
使
用
目
的

四
　
譲
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
理
由

五
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

（
譲
与
の
承
認
）

第
十
四
条
　
部
局
長
等
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
譲
与
申

請
書
を
受
理
し
た
と
き
は
、
当
該
書
類
を
審
査
し
、
譲

与
を
承
認
す
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載
し
た
譲
与
承
認
通
知
書
に
よ
り
、
譲
与
を
承
認
し

な
い
場
合
は
そ
の
旨
を
記
載
し
た
通
知
書
に
よ
り
申
請

者
に
通
知
す
る
。

一
　
譲
与
物
品
の
品
名
及
び
数
量

二
　
譲
与
の
目
的

三
　
譲
与
の
期
日
及
び
場
所

四
　
譲
与
の
条
件

（
受
領
書
）

第
十
五
条
　
部
局
長
等
は
、
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
物

品
の
譲
与
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
物
品
の
譲

与
を
受
け
た
者
か
ら
当
該
物
品
の
品
名
及
び
数
量
並
び

に
譲
与
を
受
け
た
旨
及
び
譲
与
条
件
に
従
う
旨
を
記
載

し
た
受
領
書
を
徴
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

受
領
書
を
徴
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
き
は
、
受
領

を
証
す
る
適
宜
の
証
明
を
も
っ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と

が
で
き
る
。

（
施
行
細
則
）

第
十
六
条
　
こ
の
府
令
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、

内
閣
総
理
大
臣
の
承
認
を
得
て
部
局
長
が
定
め
る
。

附
　
則

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
七
年
一
〇
月
一
八
日
総
理
府

令
第
五
七
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
三
十

七
年
七
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
一
年
八
月
一
〇
日
総
理
府
令

第
三
九
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
四
十

一
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
二
年
三
月
一
日
総
理
府
令
第

一
一
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
四
年
一
一
月
一
日
総
理
府
令

第
四
一
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の

内
閣
及
び
総
理
府
の
管
理
に
属
す
る
物
品
の
無
償
貸
付

及
び
譲
与
に
関
す
る
総
理
府
令
の
規
定
は
、
昭
和
四
十

四
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
六
年
七
月
一
日
総
理
府
令
第

四
二
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
七
年
五
月
一
三
日
総
理
府
令

第
三
二
号
）

こ
の
府
令
は
、
沖
縄
開
発
庁
設
置
法
の
施
行
の
日

（
昭
和
四
十
七
年
五
月
十
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
七
年
六
月
二
九
日
総
理
府
令

第
四
六
号
）

こ
の
府
令
は
、
昭
和
四
十
七
年
七
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
四
八
年
四
月
六
日
総
理
府
令
第

一
三
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
府
令

に
よ
る
改
正
後
の
内
閣
及
び
総
理
府
の
管
理
に
属
す
る

物
品
の
無
償
貸
付
及
び
譲
与
に
関
す
る
総
理
府
令
の
規

定
は
、
昭
和
四
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
九
年
七
月
一
七
日
総
理
府
令

第
五
三
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
府
令

に
よ
る
改
正
後
の
内
閣
及
び
総
理
府
の
管
理
に
属
す
る

物
品
の
無
償
貸
付
及
び
譲
与
に
関
す
る
総
理
府
令
の
規

定
は
、
昭
和
四
十
九
年
六
月
二
十
六
日
か
ら
適
用
す

る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
〇
年
七
月
七
日
総
理
府
令
第

四
五
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
六
年
一
月
七
日
総
理
府
令
第

一
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
六
年
五
月
二
六
日
総
理
府
令

第
三
七
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
六
月
二
九
日
総
理
府
令

第
三
五
号
）

こ
の
府
令
は
、
昭
和
五
十
九
年
七
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
元
年
九
月
三
〇
日
総
理
府
令
第

五
四
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
元
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
四
年
八
月
一
〇
日
総
理
府
令
第

四
三
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
六
月
一
四
日
総
理
府
令
第

三
二
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
九
月
三
〇
日
総
理
府
令
第

四
七
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
六
月
一
八
日
総
理
府
令

第
四
二
号
）

こ
の
府
令
は
、
金
融
監
督
庁
設
置
法
の
施
行
の
日

（
平
成
十
年
六
月
二
十
二
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
九
月
三
〇
日
総
理
府
令

第
五
七
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
一
二
月
一
五
日
総
理
府

令
第
七
九
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
三
〇
日
総
理
府
令

第
七
二
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
十
二
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
一
月
九
日
総
理
府
令

第
一
二
七
号
）

こ
の
府
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平

成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
四
月
九
日
内
閣
府
令
第

四
三
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
一
月
四
日
内
閣
府
令
第

一
号
）

こ
の
府
令
は
、
防
衛
庁
設
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
十
八
号
）
の
施
行
の

日
（
平
成
十
九
年
一
月
九
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
八
月
二
八
日
内
閣
府
令

第
四
四
号
）

こ
の
府
令
は
、
消
費
者
庁
及
び
消
費
者
委
員
会
設
置

法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
一
年
九
月
一
日
）
よ
り
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
六
月
一
三
日
内
閣
府
令

第
二
六
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の

内
閣
府
の
管
理
に
属
す
る
物
品
の
無
償
貸
付
及
び
譲
与

に
関
す
る
内
閣
府
令
の
規
定
は
、
平
成
二
十
三
年
三
月

十
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
一
月
六
日
内
閣
府
令
第

三
号
）

こ
の
府
令
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
二
十
六

年
一
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
一
二
月
二
八
日
内
閣
府

令
第
七
九
号
）

こ
の
府
令
は
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
及

び
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め

の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日

（
平
成
二
十
八
年
一
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
三
月
三
一
日
内
閣
府
令

第
一
三
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
令
和
二
年
一
月
六
日
内
閣
府
令
第
一

号
）
　
抄

こ
の
府
令
は
、
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
法
附

則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和

二
年
一
月
七
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
三
月
三
一
日
内
閣
府
令
第

三
三
号
）

こ
の
府
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

別
表

部
局
長

部
局

国
際
平
和
協
力
本
部
事
務
局

長

国
際
平
和
協
力
本
部

沖
縄
総
合
事
務
局
長

沖
縄
総
合
事
務
局

宮
内
庁
長
官

宮
内
庁

公
正
取
引
委
員
会
事
務
総
長

公
正
取
引
委
員
会

警
察
庁
長
官

警
察
庁

個
人
情
報
保
護
委
員
会
事
務

局
長

個
人
情
報
保
護
委
員

会

カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
事
務
局

長

カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会

金
融
庁
長
官

金
融
庁

消
費
者
庁
長
官

消
費
者
庁

こ
ど
も
家
庭
庁
長
官

こ
ど
も
家
庭
庁
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